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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成30年3月22日(2018.3.22)

【公開番号】特開2017-228946(P2017-228946A)
【公開日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2017-050
【出願番号】特願2016-123980(P2016-123980)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/54     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/17     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/70     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ    9/54     　　　Ｚ
   Ｈ０３Ｈ    9/17     　　　Ｆ
   Ｈ０３Ｈ    9/70     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月7日(2018.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力端子と出力端子との間に直列に接続され、共振周波数が通過帯域の中心周波数の９
９．６％以下または１０２．２％以上である前記出力端子に最も近い直列共振器を含む１
または複数の直列共振器と、
　前記入力端子と前記出力端子との間に並列に接続された１または複数の並列共振器と、
　前記出力端子に最も近い直列共振器に並列に接続されたインダクタと、
を具備するフィルタ。
【請求項２】
　前記出力端子に最も近い直列共振器と前記インダクタは、前記通過帯域の２倍の周波数
帯域内の位置に減衰極を形成する請求項１記載のフィルタ。
【請求項３】
　前記出力端子に最も近い直列共振器の共振周波数は前記通過帯域の中心周波数の９９％
以下または１０３％以上である請求項１または２記載のフィルタ。
【請求項４】
　前記１または複数の直列共振器は複数の直列共振器であり、
　前記出力端子に最も近い直列共振器の共振周波数は、前記複数の直列共振器の共振周波
数のうち最も高いまたは最も低い請求項１から３のいずれか一項記載のフィルタ。
【請求項５】
　前記１または複数の直列共振器は複数の直列共振器であり、
　前記複数の直列共振器のうち少なくとも１つの直列共振器には並列にインダクタが接続
されていない請求項１から４のいずれか一項記載のフィルタ。
【請求項６】
　前記最も出力端子側の直列共振器の共振周波数は前記１または複数の並列共振器の少な
くとも１つの共振周波数と略一致する請求項１から５のいずれか一項記載のフィルタ。
【請求項７】



(2) JP 2017-228946 A5 2018.3.22

　前記１または複数の直列共振器および前記１または複数の並列共振器の少なくとも１つ
は、逆直列または逆並列に分割されている請求項１から６のいずれか一項記載のフィルタ
。
【請求項８】
　前記１または複数の直列共振器および前記１または複数の並列共振器は圧電薄膜共振器
である請求項１から７のいずれか一項記載のフィルタ。
【請求項９】
　前記インダクタは前記１または複数の直列共振器および前記１または複数の並列共振器
が設けられたチップを実装する基板に設けられている請求項１から８のいずれか一項記載
のフィルタ。
【請求項１０】
　入力端子と出力端子との間に直列に接続され、複数の直列共振器のうち最も高いまたは
最も低い共振周波数を有する前記出力端子に最も近い直列共振器を含む複数の直列共振器
と、
　前記入力端子と前記出力端子との間に並列に接続された１または複数の並列共振器と、
　前記出力端子に最も近い直列共振器に並列に接続され、前記最も出力端子側の直列共振
器とで通過帯域の２倍の周波数帯域内に位置する減衰極を形成するインダクタと、
を具備するフィルタ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項記載のフィルタを含むマルチプレクサ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記構成において、前記出力端子に最も近い直列共振器の共振周波数は前記通過帯域の
中心周波数の９９％以下または１０３％以上である構成とすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　図８に示すように、Ｃ０＝０．６３ｐＦのときは、規格化ｆｒを９９．２％以下または
１０２．２％以上とすることで、ｆ２ｐが２×Ｐａｓｓの外側に位置するようになる。同
様に、Ｃ０＝１．２６ｐＦでは、規格化ｆｒを９９．４％以下または１０２．３％以上と
する。Ｃ０＝３．１４ｐＦでは、規格化ｆｒを９９．６％以下または１０２．５％以上と
する。ｆ２ｐ＝５０００ＭＨｚで最も大きい規格化ｆｒおよびｆ２ｐ＝５１４０ＭＨｚで
最も小さい規格化ｆｒを太線で示す。規格化ｆｒを９９．６％以下または１０２．２％以
上とすると、全てのＣ０においてｆ２ｐが２×Ｐａｓｓ内に位置しなくなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図１１（ｂ）に示すように、共振周波数ｆｒｘが通過帯域付近では、２次高調波ＳＨＤ
１、ＳＨＤ２およびＳＨＤｐが劣化する。これは、図６のように、共振回路２０により生
成される２次高調波が周波数帯域２×Ｐａｓｓ付近に位置するためである。共振周波数ｆ
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ｒｘを２５１０ＭＨｚ以下または２６１０ＭＨｚ以上とすると、２次高調波ＳＨＤ１、Ｓ
ＨＤ２およびＳＨＤの全てが－２５ｄＢｍ以下となる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１０】
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